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附 則 

第 一 章 総 則 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 ） 

第 一 条 砂 糖 及 び で ん 粉 の 価 格 調 整 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 百 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 五 項 の 政 令 で 定 め る 調 製 品 は 、 次

に 掲 げ る も の と す る 。 

一 関 税 暫 定 措 置 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 三 十 六 号 ） 別 表 第 一 第 一 八 〇 六 ・ 一 〇 号 の 一 に 掲 げ る も の 

二 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 一 八 〇 六 ・ 二 〇 号 の 二 の (一
)

に 掲 げ る も の 

三 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 一 八 〇 六 ・ 三 二 号 の 二 の (一
)

に 掲 げ る も の 

四 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 一 八 〇 六 ・ 九 〇 号 の 二 の (二
)

の Ａ に 掲 げ る も の 



五 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 一 九 〇 一 ・ 九 〇 号 の 二 の (一
)

の Ａ の (b
)

に 掲 げ る も の 
六 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 〇 〇 五 ・ 四 〇 号 の 一 の (二

)
に 掲 げ る も の 

七 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 〇 〇 五 ・ 五 一 号 の 一 の (二
)

に 掲 げ る も の 

八 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 一 ・ 一 一 号 の 一 に 掲 げ る も の 

九 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 一 ・ 一 二 号 の 一 の (一
)

に 掲 げ る も の 

十 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 一 ・ 一 二 号 の 二 の (二
)

の Ａ の (b
)

に 掲 げ る も の 

十 一 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 一 ・ 二 〇 号 の 二 の (二
)

の Ａ の (b
)

に 掲 げ る も の 

十 二 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 六 ・ 一 〇 号 の 二 の (一
)

の Ｂ に 掲 げ る も の 

十 三 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 一 第 二 一 〇 六 ・ 九 〇 号 の 二 の (二
)

の Ｅ の (a
)

に 掲 げ る も の 

（ で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 ） 

第 一 条 の 二 法 第 二 条 第 八 項 の 政 令 で 定 め る 農 産 物 は 、 コ ー ン ス タ ー チ の 製 造 に 使 用 す る も の と し て 関 税 暫 定 措 置 法 第 八 条 の 五 第 二 項 に お い て

準 用 す る 関 税 定 率 法 （ 明 治 四 十 三 年 法 律 第 五 十 四 号 ） 第 九 条 の 二 第 一 項 の 割 当 て を 受 け て 輸 入 さ れ る と う も ろ こ し と す る 。 

第 二 章 砂 糖 の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

第 一 節 輸 入 に 係 る 砂 糖 の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

（ 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 算 出 ） 

第 二 条 法 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 国 内 産 糖 の 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と

す る 。 

一 て ん 菜 を 原 料 と し て 製 造 さ れ る 国 内 産 糖 （ 以 下 「 て ん 菜 糖 」 と い う 。 ） て ん 菜 が 特 に 効 率 的 に 生 産 さ れ て い る 場 合 の 生 産 費 の 額 に て ん

菜 糖 が 特 に 効 率 的 に 製 造 さ れ て い る 場 合 の 製 造 に 要 す る 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 。 た だ し 、 粗 糖 の 国 際 価 格 が そ の 通 常 の 変 動 の 下 限 と し て

農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 下 限 額 」 と い う 。 ） を 下 回 つ て 低 落 し た と き は 、 当 該 加 え て 得 た 額 か ら 、 下 限 額

と 当 該 国 際 価 格 と の 差 額 を 考 慮 し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。 

二 さ と う き び を 原 料 と し て 製 造 さ れ る 国 内 産 糖 （ 以 下 「 甘 し や 糖 」 と い う 。 ） さ と う き び が 特 に 効 率 的 に 生 産 さ れ て い る 場 合 の 生 産 費 の

額 に 甘 し や 糖 が 特 に 効 率 的 に 製 造 さ れ て い る 場 合 の 製 造 に 要 す る 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 。 た だ し 、 粗 糖 の 国 際 価 格 が 下 限 額 を 下 回 つ て 低



 

落 し た と き は 、 当 該 加 え て 得 た 額 か ら 、 下 限 額 と 当 該 国 際 価 格 と の 差 額 を 考 慮 し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。 
２ 法 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 次 に 掲 げ る 額 を 合 計 し て 得 た 額 か ら 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し て す る も の と す る 。 

一 イ に 掲 げ る 額 に ロ に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 前 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 に て ん 菜 糖 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 か ら 粗 糖 を 原 料 と す る 精 製 糖 の 製

造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 に 、 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 額 

ロ 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量 の う ち て ん 菜 糖 の 数 量 の 占 め る 割 合 と し て 農 林 水 産 大 臣 の 定 め る 率 

二 イ に 掲 げ る 額 に ロ に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 に 甘 し や 糖 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

ロ 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量 の う ち 甘 し や 糖 の 数 量 に 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数 量 の

占 め る 割 合 と し て 農 林 水 産 大 臣 の 定 め る 率 

（ 指 定 糖 ） 

第 三 条 法 第 五 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 種 類 の 砂 糖 は 、 粗 糖 、 高 糖 度 原 料 糖 （ 分 蜜 （ 法 第 二 条 第 三 項 の 分 蜜 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

を し た 砂 糖 で あ つ て 、 乾 燥 状 態 に お い て 、 全 重 量 に 対 す る し よ 糖 の 含 有 量 が 検 糖 計 （ 旋 光 度 を 測 定 す る も の に 限 る 。 ） の 読 み で 九 十 八 ・ 五 度

以 上 九 十 九 ・ 三 度 未 満 に 相 当 す る も の （ 車 糖 、 で ん 粉 を 加 え た 粉 糖 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の 、 香 味 料 を 加 え た も の 及 び 着 色 し た も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 精 製 す る た め に 輸 入 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 精 製 糖 、 氷 砂 糖 、 角 砂 糖 及 び 特 殊 糖 （ 分 蜜

を し た 砂 糖 で あ つ て 、 粗 糖 、 高 糖 度 原 料 糖 、 精 製 糖 、 氷 砂 糖 及 び 角 砂 糖 以 外 の も の を い う 。 第 三 十 一 条 の 表 に お い て 同 じ 。 ） と す る 。 

２ 法 第 五 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 糖 は 、 前 項 に 規 定 す る 砂 糖 と ぶ ど う 糖 そ の 他 の 砂 糖 以 外 の 糖 と を 混 合 し た 糖 の う ち 、 香 味 料 を 加 え た も の 及

び 着 色 し た も の 以 外 の も の と す る 。 

（ 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 機 構 へ の 義 務 売 渡 し ） 

第 四 条 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 糖 （ 同 項 の 指 定 糖 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 独 立 行 政 法 人 農 畜 産 業 振 興 機 構 （ 以 下 「 機 構 」 と い う 。 ）

に 対 す る 売 渡 し の 申 込 み は 、 第 一 号 に 掲 げ る 条 件 並 び に 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 に つ い て 関 税 定 率 法 第 十 三 条 第 一 項 又 は 第 十 九 条 第 一 項 の 規

定 に よ り そ の 関 税 が 軽 減 さ れ 、 又 は 免 除 さ れ る 場 合 に は 第 二 号 に 掲 げ る 条 件 、 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 が 環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 関 す る

包 括 的 及 び 先 進 的 な 協 定 第 二 章 附 属 書 二 ― Ｄ の 日 本 国 の 関 税 率 表 付 録 Ａ 第 Ｂ 節 3
2

(a
)

(i
i)

の 証 明 書 （ 第 十 条 第 二 項 に お い て 「 試 験 開 発 証 明 書 」



と い う 。 ） を 付 し て 輸 入 さ れ る 場 合 に は 第 三 号 に 掲 げ る 条 件 及 び 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 が 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 で あ る 場 合 に は 第 四 号 に 掲

げ る 条 件 を 付 し て し な け れ ば な ら な い 。 
一 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 関 税 定 率 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 関 税 の 払 戻 し （ 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 減 額 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が さ れ た と き は 、 そ の 関 税 の 払 戻 し が さ れ た 指 定 糖 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 

二 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 関 税 定 率 法 第 十 三 条 第 七 項 又 は 第 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い

こ と が 明 ら か と な つ た と き は 、 そ の 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い こ と が 明 ら か と な つ た 指 定 糖 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の

条 件 

三 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 糖 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 製 品 の 試 験 又 は 開 発 に 使 用 さ れ た と き は 、 そ の 使 用 さ れ た 指 定 糖 に つ い て 当 該 申 込 み に

係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 

四 当 該 申 込 み に 係 る 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 次 に 掲 げ る 製 品 の 製 造 に 使 用 さ れ た と き は 、 そ の 使 用 さ れ た 粗 糖 又 は 高

糖 度 原 料 糖 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 

イ 粗 糖 及 び 高 糖 度 原 料 糖 以 外 の 指 定 糖 （ 本 邦 か ら 輸 出 さ れ る も の に 限 る 。 ） 

ロ 当 該 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 を 主 要 な 原 料 と し て 製 造 さ れ る 食 品 で あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の （ 本 邦 か ら 輸 出 さ れ る も の に 限 る 。 ） 

ハ 当 該 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 を 主 要 な 原 料 と し て 製 造 さ れ る 食 品 以 外 の 製 品 で あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の 

（ 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 機 構 へ の 売 渡 し を 要 し な い 場 合 ） 

第 五 条 法 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 場 合 は 、 輸 入 申 告 （ 関 税 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 六 十 一 号 ） 第 六 十 七 条 の 規 定 に よ る 輸 入 の 申

告 を い う 。 第 二 十 四 条 の 四 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 指 定 糖 が 次 に 掲 げ る も の で あ る 場 合 と す る 。 

一 関 税 が 課 さ れ る も の と し た 場 合 に 関 税 定 率 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 免 除 さ れ る べ き 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 

二 関 税 定 率 法 第 十 五 条 第 一 項 、 第 十 六 条 第 一 項 又 は 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 免 除 さ れ る 砂 糖 （ 関 税 が 課 さ れ る も の と し

た 場 合 に そ の 関 税 が 免 除 さ れ る べ き 粗 糖 及 び 高 糖 度 原 料 糖 を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 混 合 糖 （ 法 第 七 条 第 二 号 の 混 合 糖 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） 

三 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関

す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 関 税 法 等 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第 六 条 （ 日 本 国 に お け る 国 際 連 合 の 軍 隊 の 地 位 に



 

関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 所 得 税 法 等 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 四 十 九 号 ） 第 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 第 二

十 四 条 の 四 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 免 除 さ れ る 砂 糖 又 は 混 合 糖 
（ 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 売 渡 し の 申 込 み に 対 す る 機 構 の 承 諾 ） 

第 六 条 機 構 は 、 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 売 渡 申 込 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く （ 法 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 担 保 を 提 供 さ せ る こ

と が 必 要 で あ る と 認 め て そ の 旨 を 当 該 売 渡 申 込 書 を 提 出 し た 者 に 通 知 し た 場 合 に は 、 当 該 通 知 に 係 る 担 保 の 提 供 が あ つ た 後 遅 滞 な く ） 、 当 該

申 込 み に 対 し 承 諾 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 粗 糖 の 平 均 輸 入 価 格 の 適 用 期 間 ） 

第 七 条 法 第 六 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 毎 年 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三 十 一 日 ま で 、 四 月 一 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で 、 七 月 一 日 か ら 九 月 三 十

日 ま で 及 び 十 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 各 期 間 と す る 。 

（ 粗 糖 の 平 均 輸 入 価 格 の 算 定 ） 

第 八 条 法 第 六 条 第 一 項 の 粗 糖 の 平 均 輸 入 価 格 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 額 に 第 二 号 に 掲 げ る 平 均 額 を 加 え て 得 た 額 を 基 準 と し て 定 め る も の と す る 。 

一 そ の 適 用 期 間 の 初 日 前 十 日 か ら 遡 つ て 九 十 日 間 の 各 日 に お け る ニ ュ ー ヨ ー ク の 粗 糖 に 係 る 商 品 取 引 所 の 公 表 に 係 る 粗 糖 の 最 近 月 の 先 物

価 格 の 平 均 額 に 当 該 先 物 価 格 に 係 る 粗 糖 と 本 邦 に 輸 入 さ れ る 標 準 的 な 粗 糖 と の 糖 度 及 び 包 装 条 件 の 差 異 に よ る 価 格 差 を 加 減 し て 得 た 額 

二 粗 糖 に つ い て の 本 邦 の 輸 入 港 に 到 着 す る ま で に 要 す る 運 賃 及 び 保 険 料 の 標 準 的 な 額 に 本 邦 の 輸 入 港 に お け る 粗 糖 の 船 卸 し に 要 す る 標 準

的 な 費 用 の 額 そ の 他 の 輸 入 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 の 平 均 額 

（ 指 定 糖 の 売 渡 し を 受 け る に 当 た つ て 提 供 さ せ る 担 保 の 種 類 等 ） 

第 九 条 法 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 提 供 さ せ る こ と が で き る 担 保 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 金 銭 

二 国 債 及 び 地 方 債 

三 機 構 が 指 定 す る 社 債 （ 特 別 の 法 律 に よ り 法 人 が 発 行 す る 債 券 を 含 む 。 ） 

四 機 構 が 確 実 と 認 め る 保 証 人 の 保 証 

２ 前 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 担 保 物 の 価 額 は 、 機 構 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量 及 び 輸 入 に 係 る 砂 糖 等 の 推 定 総 供 給 数 量 ） 



第 十 条 法 第 九 条 第 二 項 第 一 号 の 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量 は 、 当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 国 内 産 糖 の 供 給 数 量 （ 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 の 対 象 と

な る 国 内 産 糖 の 数 量 に 限 る も の と し 、 甘 し や 糖 に あ つ て は 、 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数 量 と す る 。 ） を 基 準 と し 、 当 該 年 度 に お

け る そ の 見 込 数 量 を 参 酌 し て 定 め る も の と す る 。 

２ 法 第 九 条 第 二 項 第 二 号 の 輸 入 に 係 る 砂 糖 （ 輸 入 に 係 る 指 定 糖 た る 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 を 含 む 。 ） 及 び 国 内 産 糖 の 推 定 総 供 給 数 量 は 、 当 該

年 度 の 前 年 度 に お け る 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 数 量 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の 数 量 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 関 税

定 率 法 第 十 三 条 第 一 項 、 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 軽 減 さ れ 、 若 し く は 免 除 さ れ 、 又 は そ の 関 税 の 払 戻 し が さ れ る

指 定 糖 の 数 量 、 試 験 開 発 証 明 書 を 付 し て 輸 入 さ れ 、 か つ 、 製 品 の 試 験 又 は 開 発 に 使 用 さ れ る 指 定 糖 の 数 量 、 第 四 条 第 四 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ

る 製 品 の 製 造 に 使 用 さ れ る 粗 糖 又 は 高 糖 度 原 料 糖 で あ る 指 定 糖 の 数 量 及 び 第 五 条 各 号 に 掲 げ る 砂 糖 又 は 混 合 糖 で あ る 指 定 糖 の 数 量 を 除 く も

の と し 、 粗 糖 及 び 高 糖 度 原 料 糖 に あ つ て は 、 こ れ ら の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数 量 と す る 。 ） と 当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 前 項 に 規 定

す る 国 内 産 糖 の 供 給 数 量 と の 合 計 数 量 を 基 準 と し 、 当 該 年 度 に お け る 当 該 合 計 数 量 の 見 込 数 量 を 参 酌 し て 定 め る も の と す る 。 

（ 異 性 化 糖 軽 減 額 に 係 る 換 算 ） 

第 十 一 条 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 額 の 換 算 は 、 当 該 額 に 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 混 合 異 性 化 糖 ） 

第 十 二 条 法 第 九 条 第 三 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 糖 は 、 異 性 化 糖 と 砂 糖 そ の 他 の 異 性 化 糖 以 外 の 糖 と を 混 合 し た 糖 の う ち 、 香 味 料 を 加 え た も の

及 び 着 色 し た も の 以 外 の も の と す る 。 

（ 異 性 化 糖 の 推 定 供 給 数 量 の 標 準 異 性 化 糖 の 数 量 へ の 換 算 ） 

第 十 三 条 法 第 九 条 第 三 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 異 性 化 糖 （ 輸 入 に 係 る 混 合 異 性 化 糖 （ 同 号 の 混 合 異 性 化 糖 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 含 ま れ る 異 性

化 糖 を 含 む 。 ） の 推 定 供 給 数 量 の 換 算 は 、 当 該 推 定 供 給 数 量 を 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 異 性 化 糖 の 規 格 ご と に 区 分 し 、 当 該 区 分 し た 数 量 に 、 異

性 化 糖 に 含 ま れ る 糖 に 占 め る 果 糖 の 割 合 の 標 準 異 性 化 糖 （ 同 号 の 標 準 異 性 化 糖 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 占 め る 果 糖 の 割 合 に 対 す る 比 率 と し て

そ れ ぞ れ の 規 格 ご と に 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 係 数 を 乗 じ て 得 た 数 量 を 合 計 し て す る も の と す る 。 

（ 加 糖 調 製 品 軽 減 額 に 係 る 換 算 ） 

第 十 三 条 の 二 法 第 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 額 の 換 算 は 、 当 該 額 に 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 異 性 化 糖 軽 減 額 又 は 加 糖 調 製 品 軽 減 額 を 改 定 す る こ と が で き る 場 合 ） 



 

第 十 四 条 法 第 九 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 場 合 は 、 異 性 化 糖 軽 減 額 （ 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 ハ の 異 性 化 糖 軽 減

額 を い う 。 第 一 号 及 び 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） に あ つ て は 第 一 号 及 び 第 二 号 、 加 糖 調 製 品 軽 減 額 （ 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 ニ の 加 糖 調 製 品 軽 減

額 を い う 。 第 三 号 及 び 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） に あ つ て は 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 と す る 。 

一 異 性 化 糖 軽 減 額 が 法 第 九 条 第 三 項 の 換 算 し た 額 と 等 し い 額 で あ る 場 合 で あ つ て 、 異 性 化 糖 標 準 価 格 （ 法 第 十 一 条 第 一 項 の 異 性 化 糖 標 準 価

格 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） が 標 準 異 性 化 糖 に つ き 法 第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 を 相 当 程 度 下

回 つ て お り 、 か つ 、 そ の 状 態 が 相 当 期 間 継 続 す る と 認 め ら れ る と き 。 

二 異 性 化 糖 軽 減 額 が 法 第 九 条 第 三 項 の 換 算 し た 額 未 満 の 額 で あ る 場 合 で あ つ て 、 異 性 化 糖 標 準 価 格 が 標 準 異 性 化 糖 に つ き 法 第 十 五 条 第 一 項

第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 を 相 当 程 度 上 回 つ て お り 、 か つ 、 そ の 状 態 が 相 当 期 間 継 続 す る と 認 め ら れ る と き 。 

三 加 糖 調 製 品 軽 減 額 が 法 第 九 条 第 四 項 の 換 算 し た 額 と 等 し い 額 で あ る 場 合 で あ つ て 、 加 糖 調 製 品 糖 標 準 価 格 （ 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 第 二 号

の 加 糖 調 製 品 糖 標 準 価 格 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） が 法 第 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 を 相 当 程 度 下

回 つ て お り 、 か つ 、 そ の 状 態 が 相 当 期 間 継 続 す る と 認 め ら れ る と き 。 

四 加 糖 調 製 品 軽 減 額 が 法 第 九 条 第 四 項 の 換 算 し た 額 未 満 の 額 で あ る 場 合 で あ つ て 、 加 糖 調 製 品 糖 標 準 価 格 が 法 第 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 を 相 当 程 度 上 回 つ て お り 、 か つ 、 そ の 状 態 が 相 当 期 間 継 続 す る と 認 め ら れ る と き 。 

第 二 節 異 性 化 糖 の 砂 糖 と の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

（ 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 標 準 異 性 化 糖 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 十 五 条 法 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 換 算 は 、 砂 糖 調 整 基 準 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 を 粗 糖 の 通

常 の 精 製 歩 留 り で 除 し て 得 た 額 に 粗 糖 を 原 料 と す る 精 製 糖 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 並 び に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相

当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 に 、 砂 糖 と 異 性 化 糖 と の 性 状 、 用 途 、 市 価 等 の 差 異 を 勘 案 し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ い て の 機 構 の 売 戻 し の 価 格 の 標 準 異 性 化 糖 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 十 六 条 前 条 の 規 定 は 、 法 第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ い て の 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機

構 の 売 戻 し の 価 格 の 換 算 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 輸 入 に 係 る 異 性 化 糖 等 の 機 構 へ の 売 渡 し ） 

第 十 七 条 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 異 性 化 糖 等 （ 同 項 の 異 性 化 糖 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 機 構 に 対 す る 売 渡 し の 申 込 み は 、 当 該 申 込 み



に 係 る 異 性 化 糖 等 に つ い て 関 税 定 率 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 軽 減 さ れ 、 又 は 免 除 さ れ る 場 合 に は 、 当 該 申 込 み に 係 る 異 性 化

糖 等 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い こ と が 明 ら か と な つ た と き は 、 そ の 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い こ

と が 明 ら か と な つ た 異 性 化 糖 等 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 を 付 し て し な け れ ば な ら な い 。 

（ 輸 入 に 係 る 異 性 化 糖 等 の 機 構 へ の 売 渡 し を 要 し な い 場 合 ） 

第 十 八 条 第 五 条 の 規 定 は 、 法 第 十 一 条 第 二 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 五 条 中 「 指 定 糖 」 と あ り 、

同 条 第 二 号 中 「 砂 糖 （ 関 税 が 課 さ れ る も の と し た 場 合 に そ の 関 税 が 免 除 さ れ る べ き 粗 糖 及 び 高 糖 度 原 料 糖 を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は

混 合 糖 （ 法 第 七 条 第 二 号 の 混 合 糖 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 と あ り 、 及 び 同 条 第 三 号 中 「 砂 糖 又 は 混 合 糖 」 と あ る の は 、 「 異 性 化 糖 等 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。 

（ 異 性 化 糖 標 準 価 格 を 改 定 す る 場 合 ） 

第 十 九 条 法 第 十 一 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 場 合 は 、 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 改 定 に よ り 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ い て

の 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 が 変 動 す る 場 合 と す る 。 

（ 異 性 化 糖 等 の 売 渡 し の 申 込 み に 対 す る 機 構 の 承 諾 ） 

第 二 十 条 第 六 条 の 規 定 は 、 法 第 十 一 条 第 七 項 又 は 第 八 項 の 規 定 に よ る 売 渡 申 込 書 の 提 出 が あ つ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 六 条 中 「 法 第 八 条 第 三 項 」 と あ る の は 、 「 法 第 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 砂 糖 年 度 を 区 分 し た 期 間 ） 

第 二 十 一 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 糖 年 度 を 区 分 し た 期 間 は 、 十 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三 十 一 日 ま で 、

四 月 一 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で 及 び 七 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で と す る 。 

（ 異 性 化 糖 平 均 供 給 価 格 の 算 定 ） 

第 二 十 二 条 異 性 化 糖 平 均 供 給 価 格 （ 法 第 十 二 条 第 一 項 の 異 性 化 糖 の 平 均 供 給 価 格 を い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 を 基 準 と し て 定

め る も の と す る 。 

一 次 の イ に 掲 げ る 額 に 次 の ロ に 掲 げ る 数 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 輸 入 に 係 る で ん 粉 に つ き 法 第 三 十 一 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 （ 第 四 十 八 条 に お い て 「 で ん 粉 の 機 構

売 戻 価 格 」 と い う 。 ） に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 を 標 準 異 性 化 糖 の 通 常 の 製 造 歩 留 り で 除 し て 得 た 額 に 標 準 異 性 化 糖 の 製



 

造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 並 び に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 

ロ そ の 適 用 期 間 の 属 す る 砂 糖 年 度 の 前 年 度 に お け る 異 性 化 糖 の 製 造 数 量 を 基 準 と し 当 該 砂 糖 年 度 に お け る そ の 製 造 数 量 の 見 込 数 量 を 参

酌 し て 定 め た 異 性 化 糖 の 推 定 製 造 数 量 を 第 十 三 条 の 規 定 の 例 に よ り 標 準 異 性 化 糖 の 数 量 に 換 算 し た 数 量 を 、 当 該 砂 糖 年 度 に 係 る 標 準 異 性

化 糖 推 定 供 給 数 量 （ 法 第 九 条 第 三 項 第 一 号 の 標 準 異 性 化 糖 推 定 供 給 数 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で 除 し て 得 た 数 

二 次 の イ に 掲 げ る 額 に 次 の ロ に 掲 げ る 数 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 付 録 第 一 の 算 式 に よ つ て 算 出 さ れ る 標 準 異 性 化 糖 の 輸 入 価 格 に 、 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 、 輸 入 に 係 る 標 準 異 性 化 糖 の 販 売 に 要 す る 標

準 的 な 費 用 の 額 並 び に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 

ロ そ の 適 用 期 間 の 属 す る 砂 糖 年 度 の 前 年 度 に お け る 異 性 化 糖 （ 輸 入 に 係 る 混 合 異 性 化 糖 に 含 ま れ る 異 性 化 糖 を 含 む 。 以 下 ロ に お い て 同

じ 。 ） の 輸 入 数 量 を 基 準 と し 当 該 砂 糖 年 度 に お け る そ の 輸 入 数 量 の 見 込 数 量 を 参 酌 し て 定 め た 異 性 化 糖 の 推 定 輸 入 数 量 を 第 十 三 条 の 規 定

の 例 に よ り 標 準 異 性 化 糖 の 数 量 に 換 算 し た 数 量 を 、 当 該 砂 糖 年 度 に 係 る 標 準 異 性 化 糖 推 定 供 給 数 量 で 除 し て 得 た 数 

（ 異 性 化 糖 等 の 売 渡 し を 受 け る に 当 た つ て 提 供 さ せ る 担 保 の 種 類 等 ） 

第 二 十 三 条 第 九 条 の 規 定 は 、 法 第 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 担 保 の 提 供 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 砂 糖 の 価 格 形 成 に 及 ぼ す 異 性 化 糖 の 影 響 の 程 度 を 示 す 数 の 算 出 ） 

第 二 十 四 条 法 第 十 五 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 さ れ る 数 は 、 同 項 の 標 準 異 性 化 糖 推 定 供 給 数 量 を 当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 第

十 条 第 二 項 に 規 定 す る 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 数 量 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の 数 量 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 基 準

と し 当 該 年 度 に お け る そ の 数 量 の 見 込 数 量 を 参 酌 し て 定 め た 輸 入 に 係 る 指 定 糖 の 推 定 供 給 数 量 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂

糖 の 推 定 供 給 数 量 ） で 除 し て 得 た 数 に 第 十 五 条 の 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 を 乗 じ て 算 出 す る も の と す る 。 

第 三 節 輸 入 加 糖 調 製 品 の 砂 糖 と の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

（ 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 加 糖 調 製 品 糖 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 二 十 四 条 の 二 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 換 算 は 、 砂 糖 調 整 基 準 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額

を 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り で 除 し て 得 た 額 に 粗 糖 を 原 料 と す る 精 製 糖 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 に 、 砂 糖 と 加

糖 調 製 品 糖 と の 市 価 等 の 差 異 を 勘 案 し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 の 機 構 へ の 売 渡 し ） 



第 二 十 四 条 の 三 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 輸 入 加 糖 調 製 品 の 機 構 に 対 す る 売 渡 し の 申 込 み は 、 当 該 申 込 み に 係 る 輸 入 加 糖 調 製 品 に つ

い て 関 税 定 率 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 軽 減 さ れ 、 又 は 免 除 さ れ る 場 合 に は 、 当 該 申 込 み に 係 る 輸 入 加 糖 調 製 品 の 全 部 又 は 一

部 に つ い て 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い こ と が 明 ら か と な つ た と き は 、 そ の 関 税 の 徴 収 が 行 わ れ な い こ と が 明 ら か と な つ

た 輸 入 加 糖 調 製 品 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 を 付 し て し な け れ ば な ら な い 。 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 の 機 構 へ の 売 渡 し を 要 し な い 場 合 ） 

第 二 十 四 条 の 四 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 場 合 は 、 輸 入 申 告 に 係 る 輸 入 加 糖 調 製 品 が 次 に 掲 げ る も の で あ る 場 合 と す る 。 

一 関 税 定 率 法 第 十 五 条 第 一 項 、 第 十 六 条 第 一 項 又 は 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 免 除 さ れ る 輸 入 加 糖 調 製 品 

二 関 税 定 率 法 別 表 の 付 表 第 一 又 は 付 表 第 二 の 関 税 の 率 の 適 用 を 受 け る 輸 入 加 糖 調 製 品 

三 関 税 暫 定 措 置 法 第 八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 関 税 の 率 が 無 税 と さ れ る 輸 入 加 糖 調 製 品 

四 関 税 暫 定 措 置 法 第 八 条 の 六 第 一 項 の 割 当 て を 受 け て 輸 入 さ れ る 輸 入 加 糖 調 製 品 

五 関 税 暫 定 措 置 法 別 表 第 二 の 関 税 の 率 の 適 用 を 受 け る 輸 入 加 糖 調 製 品 

六 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関

す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 関 税 法 等 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 第 六 条 の 規 定 に よ り そ の 関 税 が 免 除 さ れ る 輸 入 加 糖 調 製 品 

七 環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 関 す る 包 括 的 及 び 先 進 的 な 協 定 第 二 章 附 属 書 二 ―D の 日 本 国 の 関 税 率 表 に つ い て の 一 般 的 注 釈 ４ （r ） 又 は

（ddd ） の 規 定 に よ り 関 税 の 譲 許 の 便 益 の 適 用 を 受 け る 輸 入 加 糖 調 製 品 

（ 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ い て の 機 構 の 売 戻 し の 価 格 の 加 糖 調 製 品 糖 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 二 十 四 条 の 五 第 二 十 四 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ い て の 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定

に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 の 換 算 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 加 糖 調 製 品 糖 標 準 価 格 を 改 定 す る 場 合 ） 

第 二 十 四 条 の 六 法 第 十 八 条 の 二 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 場 合 は 、 砂 糖 調 整 基 準 価 格 の 改 定 に よ り 輸 入 に 係 る 粗

糖 に つ い て の 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 が 変 動 す る 場 合 と す る 。 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 の 売 渡 し の 申 込 み に 対 す る 機 構 の 承 諾 ） 

第 二 十 四 条 の 七 第 六 条 の 規 定 は 、 法 第 十 八 条 の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 売 渡 申 込 書 の 提 出 が あ つ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、



 

第 六 条 中 「 法 第 八 条 第 三 項 」 と あ る の は 、 「 法 第 十 八 条 の 五 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
（ 砂 糖 年 度 を 区 分 し た 期 間 ） 

第 二 十 四 条 の 八 法 第 十 八 条 の 三 第 一 項 の 砂 糖 年 度 を 区 分 し た 期 間 は 、 十 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三 十 一 日 ま で 、 四

月 一 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で 及 び 七 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で と す る 。 

（ 加 糖 調 製 品 糖 平 均 輸 入 価 格 の 算 定 ） 

第 二 十 四 条 の 九 加 糖 調 製 品 糖 平 均 輸 入 価 格 （ 法 第 十 八 条 の 三 第 一 項 の 加 糖 調 製 品 糖 の 平 均 輸 入 価 格 を い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 の 合 計

額 を 基 準 と し て 定 め る も の と す る 。 

一 そ の 適 用 期 間 の 初 日 前 十 日 か ら 遡 つ て 九 十 日 間 の 各 日 に お け る ロ ン ド ン の 精 製 糖 に 係 る 商 品 取 引 所 の 公 表 に 係 る 精 製 糖 の 最 近 月 の 先 物

価 格 の 平 均 額 に 、 輸 入 加 糖 調 製 品 の 調 製 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

二 輸 入 加 糖 調 製 品 に つ い て の 本 邦 の 輸 入 港 に 到 着 す る ま で に 要 す る 運 賃 及 び 保 険 料 の 標 準 的 な 額 に 本 邦 の 輸 入 港 に お け る 輸 入 加 糖 調 製 品

の 船 卸 し に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 そ の 他 の 輸 入 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 の 平 均 額 に 、 輸 入 加 糖 調 製 品 の 関 税 の 額 に 相 当

す る 金 額 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 の 売 渡 し を 受 け る に 当 た つ て 提 供 さ せ る 担 保 の 種 類 等 ） 

第 二 十 四 条 の 十 第 九 条 の 規 定 は 、 法 第 十 八 条 の 五 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 担 保 の 提 供 に つ い て 準 用 す る 。 

第 四 節 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 及 び 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 

（ 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 の 交 付 ） 

第 二 十 五 条 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 の 交 付 は 、 対 象 甘 味 資 源 作 物 生 産 者 の 申 請 に 基 づ い て す る も の と す る 。 

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 の 交 付 の 申 請 の 手 続 そ の 他 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 農 林 水 産 省 令 で

定 め る 。 

（ 甘 味 資 源 作 物 交 付 金 の 単 価 の 告 示 の 期 限 ） 

第 二 十 六 条 法 第 二 十 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 日 は 、 十 二 月 三 十 一 日 と す る 。 

（ 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 ） 

第 二 十 七 条 法 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 は 、 対 象 国 内 産 糖 製 造 事 業 者 の 申 請 に 基 づ い て す る も の と す る 。 



２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 の 申 請 の 手 続 そ の 他 国 内 産 糖 交 付 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 。 
（ 国 内 産 糖 交 付 金 の 単 価 の 算 定 に 当 た り 控 除 す る 額 の 算 出 ） 

第 二 十 八 条 法 第 二 十 二 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 は 、 輸 入 に 係 る 粗 糖 に つ き 法 第 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機

構 の 売 戻 し の 価 格 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 三 十 条 に お い て 「 粗 糖 の 機 構 売 戻 価 格 」 と い う 。 ） を 国 内 産 糖 の 価 格 に 換 算 し た 額 を 基 準 と し 、 砂 糖 の

市 価 を 参 酌 し て 算 出 す る も の と す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 次 に 掲 げ る 額 か ら そ れ ぞ れ 当 該 国 内 産 糖 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 控 除 し て す る も の と す る 。 

一 当 該 国 内 産 糖 が て ん 菜 糖 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 粗 糖 の 機 構 売 戻 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 を 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留

り で 除 し て 得 た 額 に 、 粗 糖 を 原 料 と す る 精 製 糖 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

二 当 該 国 内 産 糖 が 甘 し や 糖 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 粗 糖 の 機 構 売 戻 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 糖 の 市 価 の 参 酌 は 、 同 項 の 換 算 し た 額 に 、 当 該 換 算 し た 額 と 砂 糖 の 市 価 を 国 内 産 糖 の 価 格 に 換 算 し た 額 と の 差 額 に 国

内 産 糖 の 製 造 事 業 の 健 全 な 発 展 に 資 す る こ と を 旨 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 減 す る 方 法 に よ る も の と す る 。 

４ 前 項 の 規 定 に よ る 砂 糖 の 市 価 の 換 算 は 、 次 に 掲 げ る 額 か ら そ れ ぞ れ 当 該 国 内 産 糖 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 控 除 し て す る も の と す

る 。 

一 当 該 国 内 産 糖 が て ん 菜 糖 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 精 製 糖 の 市 価 か ら 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 

二 当 該 国 内 産 糖 が 甘 し や 糖 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 粗 糖 の 市 価 か ら 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 

（ 国 内 産 糖 交 付 金 の 単 価 の 告 示 の 期 限 ） 

第 二 十 九 条 法 第 二 十 二 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 日 は 、 当 該 砂 糖 年 度 の 前 年 度 に 属 す る 九 月 三 十 日 と す る 。 

第 五 節 雑 則 

（ 粗 糖 の 機 構 売 戻 価 格 の 精 製 糖 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 三 十 条 法 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 粗 糖 の 機 構 売 戻 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 を 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り

で 除 し て 得 た 額 に 、 粗 糖 を 原 料 と す る 精 製 糖 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 並 び に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加

え て す る も の と す る 。 

（ 指 定 糖 の 数 量 の 粗 糖 の 数 量 へ の 換 算 ） 



 

第 三 十 一 条 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 糖 の 売 渡 申 込 数 量 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 売 渡 し の 申 込 み に 係 る 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の

数 量 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 指 定 糖 の 売 戻 し の 数 量 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 売 戻 し に 係 る 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の 数 量 。 以 下 こ

の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 換 算 は 、 当 該 売 渡 申 込 数 量 又 は 当 該 売 戻 し の 数 量 を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 指 定 糖 の 種 類 （ 混 合 糖 に あ つ て は 、 当 該 混

合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の 種 類 ） に 応 じ 製 造 歩 留 り そ の 他 の 調 整 率 と し て 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 係 数 で 除 し て す る も の と す る 。 

高 糖 度 原 料 糖 〇 ・ 九 八 五 

精 製 糖 〇 ・ 九 五 五 

氷 砂 糖 〇 ・ 七 〇 〇 

角 砂 糖 〇 ・ 九 五 五 

特 殊 糖 〇 ・ 九 五 五 

（ 指 定 糖 の 売 戻 し の 価 格 に 加 え る 額 ） 

第 三 十 二 条 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 九 条 第 一 項 各 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 機 構 の 売 戻 し の 価 格 に 加 え る 額 は 、 過 去 一 定 年 間 に

お け る 砂 糖 の 供 給 数 量 （ 輸 入 に 係 る 指 定 糖 た る 混 合 糖 に 含 ま れ る 砂 糖 の 供 給 数 量 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と 砂 糖 の 市 価 と の 関 係

を 基 礎 と し 当 該 年 度 に お け る 砂 糖 の 供 給 数 量 の 増 加 に よ り 砂 糖 の 市 価 の 年 度 平 均 額 が 低 落 す る と 見 込 ま れ る 額 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る

額 に 、 第 二 十 八 条 第 三 項 の 割 合 を 基 準 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 、 当 該 年 度 に お け る 法 第 九 条 第 二 項 第 一 号 の 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量

及 び 粗 糖 の 通 常 の 精 製 歩 留 り を 乗 じ て 定 め る も の と す る 。 

（ 異 性 化 糖 等 の 数 量 の 標 準 異 性 化 糖 の 数 量 へ の 換 算 ） 

第 三 十 三 条 第 十 三 条 の 規 定 は 、 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 異 性 化 糖 等 の 売 渡 申 込 数 量 （ 混 合 異 性 化 糖 に あ つ て は 、 当 該 売 渡 し の 申 込 み

に 係 る 混 合 異 性 化 糖 に 含 ま れ る 異 性 化 糖 の 数 量 ） 又 は 異 性 化 糖 等 の 売 戻 し の 数 量 （ 混 合 異 性 化 糖 に あ つ て は 、 当 該 売 戻 し に 係 る 混 合 異 性 化 糖

に 含 ま れ る 異 性 化 糖 の 数 量 ） の 換 算 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 国 内 産 異 性 化 糖 の 売 戻 し の 価 格 に 加 え る 額 と し て 定 め ら れ る 額 ） 

第 三 十 四 条 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 は 、 過 去 一 定 年 間 に お け る 異 性 化 糖 の 供 給 数 量 （ 輸 入 に 係 る 混 合 異 性 化 糖 に

含 ま れ る 異 性 化 糖 の 供 給 数 量 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と 砂 糖 の 市 価 と の 関 係 を 基 礎 と し 当 該 年 度 に お け る 異 性 化 糖 の 供 給 数 量 の



増 加 に よ り 砂 糖 の 市 価 の 年 度 平 均 額 が 低 落 す る と 見 込 ま れ る 額 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 に 第 二 十 八 条 第 三 項 の 割 合 を 基 準 と し て 農 林

水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 及 び 当 該 年 度 に お け る 法 第 九 条 第 二 項 第 一 号 の 国 内 産 糖 の 推 定 供 給 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額

に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 定 め る も の と す る 。 

（ 輸 入 加 糖 調 製 品 の 売 戻 し の 価 格 に 加 え る 額 と し て 定 め ら れ る 額 ） 

第 三 十 四 条 の 二 法 第 二 十 五 条 の 二 第 一 項 第 二 号 の 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 は 、 過 去 一 定 年 間 に お け る 加 糖 調 製 品 糖 の 輸 入 数 量 と 砂 糖 の 市 価 と

の 関 係 を 基 礎 と し 当 該 年 度 に お け る 加 糖 調 製 品 糖 の 輸 入 数 量 の 増 加 に よ り 砂 糖 の 市 価 の 年 度 平 均 額 が 低 落 す る と 見 込 ま れ る 額 と し て 農 林 水

産 大 臣 が 定 め る 額 に 第 二 十 八 条 第 三 項 の 割 合 を 基 準 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 割 合 及 び 当 該 年 度 に お け る 法 第 九 条 第 二 項 第 一 号 の 国 内 産

糖 の 推 定 供 給 数 量 を 乗 じ て 定 め る も の と す る 。 

第 三 章 で ん 粉 の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

第 一 節 輸 入 に 係 る で ん 粉 等 の 価 格 調 整 に 関 す る 措 置 

（ で ん 粉 調 整 基 準 価 格 の 算 出 ） 

第 三 十 五 条 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 国 内 産 い も で ん 粉 の 種 類 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

一 ば れ い し よ を 原 料 と し て 製 造 さ れ る 国 内 産 い も で ん 粉 （ 以 下 「 ば れ い し よ で ん 粉 」 と い う 。 ） で ん 粉 の 製 造 の 用 に 供 す る ば れ い し よ が

特 に 効 率 的 に 生 産 さ れ て い る 場 合 の 生 産 費 の 額 に ば れ い し よ で ん 粉 が 特 に 効 率 的 に 製 造 さ れ て い る 場 合 の 製 造 に 要 す る 費 用 の 額 を 加 え て

得 た 額 。 た だ し 、 で ん 粉 の 国 際 価 格 が そ の 通 常 の 変 動 の 下 限 と し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 下 限 額 」 と い

う 。 ） を 下 回 つ て 低 落 し た と き は 、 当 該 加 え て 得 た 額 か ら 、 下 限 額 と 当 該 国 際 価 格 と の 差 額 を 考 慮 し て 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 額 を 控 除 し て

得 た 額 と す る 。 

二 か ん し よ を 原 料 と し て 製 造 さ れ る 国 内 産 い も で ん 粉 （ 以 下 「 か ん し よ で ん 粉 」 と い う 。 ） で ん 粉 の 製 造 の 用 に 供 す る か ん し よ が 特 に 効

率 的 に 生 産 さ れ て い る 場 合 の 生 産 費 の 額 に か ん し よ で ん 粉 が 特 に 効 率 的 に 製 造 さ れ て い る 場 合 の 製 造 に 要 す る 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 。 た

だ し 、 で ん 粉 の 国 際 価 格 が 下 限 額 を 下 回 つ て 低 落 し た と き は 、 当 該 加 え て 得 た 額 か ら 、 下 限 額 と 当 該 国 際 価 格 と の 差 額 を 考 慮 し て 農 林 水 産

大 臣 が 定 め る 額 を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。 

２ 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 次 に 掲 げ る 額 を 合 計 し て 得 た 額 か ら 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し て す る も の と す る 。 



 

一 イ に 掲 げ る 額 に ロ に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 前 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 に ば れ い し よ で ん 粉 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 
ロ 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 国 内 産 い も で ん 粉 の 推 定 供 給 数 量 の う ち ば れ い し よ で ん 粉 の 数 量 の 占 め る 割 合 と し て 農 林

水 産 大 臣 の 定 め る 率 

二 イ に 掲 げ る 額 に ロ に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 に か ん し よ で ん 粉 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

ロ 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 国 内 産 い も で ん 粉 の 推 定 供 給 数 量 の う ち か ん し よ で ん 粉 の 数 量 の 占 め る 割 合 と し て 農 林 水

産 大 臣 の 定 め る 率 

（ 機 構 へ の 売 渡 し を 要 す る で ん 粉 ） 

第 三 十 六 条 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る で ん 粉 は 、 で ん 粉 糖 、 デ キ ス ト リ ン 、 デ キ ス ト リ ン グ ル ー 、 可 溶 性 で ん 粉 、 ば い 焼 で ん 粉 又 は

ス タ ー チ グ ル ー の 製 造 に 使 用 す る も の と し て 関 税 暫 定 措 置 法 第 八 条 の 五 第 二 項 に お い て 準 用 す る 関 税 定 率 法 第 九 条 の 二 第 一 項 又 は 関 税 暫 定

措 置 法 第 八 条 の 六 第 一 項 の 割 当 て を 受 け て 輸 入 さ れ る で ん 粉 と す る 。 

（ 輸 入 に 係 る 指 定 で ん 粉 等 の 機 構 へ の 義 務 売 渡 し ） 

第 三 十 七 条 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 で ん 粉 等 （ 同 項 の 指 定 で ん 粉 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 機 構 に 対 す る 売 渡 し の 申 込 み は 、 次

に 掲 げ る 条 件 を 付 し て し な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 で ん 粉 等 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 第 一 条 の 二 又 は 前 条 に 規 定 す る 用 途 以 外 の 用 途 に 供 さ れ 、 又 は 当 該 用 途 以 外 の 用

途 に 供 す る た め 譲 渡 さ れ た と き は 、 そ の 用 途 に 供 さ れ 、 又 は そ の 用 途 に 供 す る た め 譲 渡 さ れ た 指 定 で ん 粉 等 に つ い て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約

が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 

二 当 該 申 込 み に 係 る 指 定 で ん 粉 等 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 次 に 掲 げ る 製 品 の 製 造 に 使 用 さ れ た と き は 、 そ の 使 用 さ れ た 指 定 で ん 粉 等 に つ い

て 当 該 申 込 み に 係 る 契 約 が 解 除 さ れ る 旨 の 条 件 

イ 当 該 指 定 で ん 粉 等 を 主 要 な 原 料 と し て 製 造 さ れ る 製 品 で あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の （ 本 邦 か ら 輸 出 さ れ る も の に 限 る 。 ） 

ロ イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 指 定 で ん 粉 等 を 主 要 な 原 料 と し て 製 造 さ れ る 製 品 で あ つ て 国 内 産 い も で ん 粉 が 原 料 と し て 通 常 使 用 さ れ な

い と 認 め ら れ る も の と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の 



（ 輸 入 に 係 る 指 定 で ん 粉 等 の 売 渡 し の 申 込 み に 対 す る 機 構 の 承 諾 ） 
第 三 十 八 条 第 六 条 の 規 定 は 、 法 第 二 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 売 渡 申 込 書 の 提 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 六 条 中 「 法 第 八 条 第 三 項 」 と あ る の は 、 「 法 第 三 十 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ で ん 粉 及 び で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 平 均 輸 入 価 格 の 適 用 期 間 ） 

第 三 十 九 条 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 毎 年 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三 十 一 日 ま で 、 四 月 一 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で 、 七 月 一 日 か ら

九 月 三 十 日 ま で 及 び 十 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 各 期 間 と す る 。 

（ で ん 粉 及 び で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 平 均 輸 入 価 格 の 算 定 ） 

第 四 十 条 平 均 輸 入 価 格 （ 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の で ん 粉 及 び で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 平 均 輸 入 価 格 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 次 に 掲

げ る 額 の 合 計 額 を 基 準 と し て 定 め る も の と す る 。 

一 イ に 掲 げ る 価 格 に ロ に 掲 げ る 数 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 付 録 第 二 の 算 式 に よ つ て 算 出 さ れ る で ん 粉 の 輸 入 価 格 

ロ そ の 適 用 期 間 の 初 日 前 十 日 か ら さ か の ぼ つ て 九 十 日 間 （ 以 下 こ の 条 、 付 録 第 二 及 び 付 録 第 三 に お い て 「 算 定 期 間 」 と い う 。 ） に お け る

で ん 粉 （ 第 三 十 六 条 に 規 定 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 輸 入 数 量 を 、 当 該 算 定 期 間 に お け る で ん 粉 の 輸 入 数 量 と で ん

粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 数 量 に で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数 量 と の 合 計 数 量 （ 次 号 に お い て 「 で ん 粉 等 の 総 輸 入 数 量 」 と い う 。 ）

で 除 し て 得 た 数 

二 イ に 掲 げ る 価 格 に ロ に 掲 げ る 数 を 乗 じ て 得 た 額 

イ 付 録 第 三 の 算 式 に よ つ て 算 出 さ れ る で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 か ら 製 造 さ れ る で ん 粉 の 価 格 

ロ 算 定 期 間 に お け る で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 数 量 に で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数 量 を 、 当 該 算 定 期 間 に お け る で ん 粉 等 の

総 輸 入 数 量 で 除 し て 得 た 数 

（ 平 均 輸 入 価 格 の で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 四 十 一 条 法 第 二 十 九 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 平 均 輸 入 価 格 か ら で ん 粉 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 に

で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 指 定 で ん 粉 等 の 売 渡 し を 受 け る に 当 た つ て 提 供 さ せ る 担 保 の 種 類 等 ） 



 

第 四 十 二 条 第 九 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 担 保 の 提 供 に つ い て 準 用 す る 。 
（ で ん 粉 調 整 基 準 価 格 の で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 の 価 格 へ の 換 算 ） 

第 四 十 三 条 法 第 三 十 一 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 換 算 は 、 で ん 粉 調 整 基 準 価 格 か ら で ん 粉 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 控 除

し て 得 た 額 に で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り を 乗 じ て す る も の と す る 。 

（ 国 内 産 い も で ん 粉 の 推 定 供 給 数 量 及 び 輸 入 に 係 る で ん 粉 等 の 推 定 総 供 給 数 量 ） 

第 四 十 四 条 法 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 の 国 内 産 い も で ん 粉 の 推 定 供 給 数 量 は 、 当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 国 内 産 い も で ん 粉 の 供 給 数 量 （ 国 内

産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 の 対 象 と な る 国 内 産 い も で ん 粉 の 数 量 に 限 る 。 ） を 基 準 と し 、 当 該 年 度 に お け る そ の 見 込 数 量 を 参 酌 し て 定 め る も

の と す る 。 

２ 法 第 三 十 一 条 第 二 項 第 二 号 の 輸 入 に 係 る で ん 粉 、 で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 か ら 製 造 さ れ る で ん 粉 及 び 国 内 産 い も で ん 粉 の 推 定 総 供 給 数 量 は 、

当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 輸 入 に 係 る 指 定 で ん 粉 等 の 数 量 （ で ん 粉 原 料 用 輸 入 農 産 物 に あ つ て は 、 で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り を 乗 じ て 得 た 数

量 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） か ら 第 三 十 七 条 第 二 号 イ 又 は ロ に 掲 げ る 製 品 の 製 造 に 使 用 さ れ る 指 定 で ん 粉 等 の 数 量 を 控 除 し て 得 た 数 量 と

当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 前 項 に 規 定 す る 国 内 産 い も で ん 粉 の 供 給 数 量 と の 合 計 数 量 を 基 準 と し 、 当 該 年 度 に お け る こ れ ら の 数 量 の 見 込 数 量

を 参 酌 し て 定 め る も の と す る 。 

第 二 節 で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 及 び 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 

（ で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 の 交 付 ） 

第 四 十 五 条 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 の 交 付 は 、 対 象 で ん 粉 原 料 用 い も 生 産 者 の 申 請 に 基 づ い て す る も の と す

る 。 

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 の 交 付 の 申 請 の 手 続 そ の 他 で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 農 林 水

産 省 令 で 定 め る 。 

（ で ん 粉 原 料 用 い も 交 付 金 の 単 価 の 告 示 の 期 限 ） 

第 四 十 六 条 法 第 三 十 四 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 日 は 、 十 二 月 三 十 一 日 と す る 。 

（ 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 ） 

第 四 十 七 条 法 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 は 、 対 象 国 内 産 い も で ん 粉 製 造 事 業 者 の 申 請 に 基 づ い て す る も の と す る 。 



２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 の 申 請 の 手 続 そ の 他 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 農 林 水

産 省 令 で 定 め る 。 
（ 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 単 価 の 算 定 に 当 た り 控 除 す る 額 の 算 出 ） 

第 四 十 八 条 法 第 三 十 六 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 額 は 、 で ん 粉 の 機 構 売 戻 価 格 に 関 税 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 加 え て 得 た 額 か ら 、

ば れ い し よ で ん 粉 に あ つ て は ば れ い し よ で ん 粉 の 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 、 か ん し よ で ん 粉 に あ つ て は か ん し よ で ん 粉 の 販 売 に 要 す

る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 、 そ れ ぞ れ 控 除 し て 算 出 す る も の と す る 。 

（ 国 内 産 い も で ん 粉 交 付 金 の 単 価 の 告 示 の 期 限 ） 

第 四 十 九 条 法 第 三 十 六 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 日 は 、 当 該 で ん 粉 年 度 の 前 年 度 に 属 す る 九 月 三 十 日 と す る 。 

附 則 （ 略 ） 

付 録 第 一 （ 第 二 十 二 条 関 係 ） 

Σ （P ＋C ）r 

P は 、 当 該 異 性 化 糖 平 均 供 給 価 格 の 適 用 期 間 の 初 日 前 三 十 日 か ら さ か の ぼ つ て 一 年 間 の 各 日 に お け る 指 定 地 域 （ 海 外 の 異 性 化 糖 の 主 要 な 生

産 地 域 で あ つ て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ ） に お け る 標 準 異 性 化 糖 の 市 価 の 平 均 額 

C は 、 標 準 異 性 化 糖 に つ い て の 指 定 地 域 か ら 本 邦 の 輸 入 港 に 到 着 す る ま で に 要 す る 運 賃 及 び 保 険 料 の 標 準 的 な 額 に 本 邦 の 輸 入 港 に お け る 標

準 異 性 化 糖 の 船 卸 し に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 そ の 他 の 輸 入 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

r は 、 当 該 異 性 化 糖 平 均 供 給 価 格 の 適 用 期 間 の 属 す る 砂 糖 年 度 に お け る 指 定 地 域 か ら 輸 入 さ れ る 異 性 化 糖 （ 輸 入 に 係 る 混 合 異 性 化 糖 に 含 ま

れ る 異 性 化 糖 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 数 量 の 合 計 数 量 の 見 込 数 量 の う ち 当 該 砂 糖 年 度 に お け る そ れ ぞ れ の 指 定 地 域 か ら の 輸 入 に 係 る 異 性

化 糖 の 数 量 の 見 込 数 量 の 占 め る 割 合 と し て 農 林 水 産 大 臣 の 定 め る 率 

付 録 第 二 （ 第 四 十 条 関 係 ） 

Σ （P ＋C ）r 

P は 、 算 定 期 間 の 各 日 に お け る 指 定 地 域 （ 海 外 の で ん 粉 の 主 要 な 生 産 地 域 で あ つ て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る も の を い う 。 以 下 こ の 付 録 に

お い て 同 じ 。 ） に お け る で ん 粉 の 市 価 の 平 均 額 

C は 、 で ん 粉 に つ い て の 指 定 地 域 か ら 本 邦 の 輸 入 港 に 到 着 す る ま で に 要 す る 運 賃 及 び 保 険 料 の 標 準 的 な 額 に 本 邦 の 輸 入 港 に お け る で ん 粉



 

の 船 卸 し に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 そ の 他 の 輸 入 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

r は 、 算 定 期 間 に お け る 指 定 地 域 か ら 輸 入 さ れ る で ん 粉 の 数 量 の 合 計 数 量 の う ち そ れ ぞ れ の 指 定 地 域 か ら の 輸 入 に 係 る で ん 粉 の 数 量 の 占

め る 割 合 

付 録 第 三 （ 第 四 十 条 関 係 ） 

（P ＋C1 ） ＼r ＋C2 

P は 、 算 定 期 間 の 各 日 に お け る シ カ ゴ 商 品 取 引 所 の 公 表 に 係 る と う も ろ こ し の 最 近 月 の 先 物 価 格 の 平 均 額 

C
1

は 、 と う も ろ こ し に つ い て の 本 邦 の 輸 入 港 に 到 着 す る ま で に 要 す る 運 賃 及 び 保 険 料 の 標 準 的 な 額 に 本 邦 の 輸 入 港 に お け る と う も ろ こ し

の 船 卸 し に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 そ の 他 の 輸 入 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 を 加 え て 得 た 額 

C
2

は 、 で ん 粉 の 製 造 及 び 販 売 に 要 す る 標 準 的 な 費 用 の 額 

r は 、 で ん 粉 の 通 常 の 製 造 歩 留 り 


